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　当社は、賃借人との間で、居住用不動
産について、賃貸期間3年間として、定期
建物賃貸借契約を締結しました。また、こ
の契約の締結にあたり、「当事者間で紛
争等がない場合には、定期建物賃貸借契
約の再契約をする」旨の覚書を作成しま
した。
　その後、賃貸期間満了の6カ月前に賃
借人に対して契約が終了する旨の通知を
しましたが、再契約にあたり書面は作成
せず、覚書に従い従前と同一条件で定期
建物賃貸借契約を再契約する旨を口頭
で伝えました。
　さらに再契約後の賃貸期間満了の６カ
月前に、賃借人に対し、賃貸期間満了を
もって定期建物賃貸借契約を終了し、再
契約は行わない旨を通知。再契約の賃貸
期間満了後、賃借人に対し、本件不動産

の明渡しを求めました。
　これに対し、賃借人は「最初の契約期間
満了の際に定期建物賃貸借契約の成立
要件を欠いていたので、再契約後の契約
は普通建物賃貸借契約である」と主張し
ています。
　定期建物賃貸借契約について、再契
約の際、法律上の手続きを履践しないと
普通建物賃貸借契約になってしまうので
しょうか？

イラスト：おのひろゆき

れ
か
ら
1
カ
月
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
り
定

期
建
物
賃
貸
借
契
約
は
終
了
し
ま
す（
借
地

借
家
法
38
条
7
項
）。

　
こ
の
規
定
も
、強
行
法
規
で
あ
り
、こ
れ
に

反
す
る
特
約
で
賃
借
人
に
不
利
な
も
の
は
、

無
効
と
さ
れ
て
い
ま
す（
同
法
39
条
8
項
）。

　

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
、借
地

借
家
法
が
定
め
る
場
合
以
外
に
も
解
約
の
余

地
を
残
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
れ
ば
、解
約
の

条
項
を
設
け
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

5 

ま
と
め

　

再
契
約
は
、更
新
と
は
異
な
り
、新
た
な

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、本

件
に
お
い
て
は
、賃
貸
人
は
再
契
約
に
あ
た

り
賃
借
人
に
対
し
契
約
内
容
を
口
頭
で
伝
え

た
の
み
で
あ
り
、説
明
書
面
の
交
付
も
再
契

約
書
面
の
作
成
も
し
て
い
ま
せ
ん
。従
っ
て
、

本
件
の
再
契
約
は
借
地
借
家
法
上
の
手
続

き
を
欠
き
、定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
と
し
て

の
効
力
は
認
め
ら
れ
ず
、普
通
建
物
賃
貸
借

契
約
と
扱
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
締
結
に
あ
た

り
、再
契
約
に
関
す
る
条
項
や
覚
書
が
作
成

さ
れ
る
こ
と
は
多
く
見
ら
れ
ま
す
。新
規
契

約
の
際
、書
面
を
作
成
し
な
い
と
い
う
こ
と

は
考
え
に
く
い
で
す
が
、再
契
約
の
場
合
は
、

新
規
契
約
の
場
合
に
比
べ
、緊
張
感
を
欠
き
、

法
律
の
手
続
き
を
欠
い
て
し
ま
う
可
能
性
は

あ
り
ま
す
の
で
、再
契
約
の
際
も
新
規
契
約

と
同
様
、慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

件
を
欠
く
と
契
約
の
更
新
が
な
い
旨
の
定
め

は
無
効
と
な
り
ま
す（
同
法
38
条
5
項
）。な

お
、賃
借
人
の
承
諾
が
あ
れ
ば
、こ
の
書
面
を

電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す（
同
法
38
条
4
項
）。

　

ま
た
、定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
自
体
に
つ

い
て
も
、書
面
に
よ
り
契
約
す
る
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
が（
同
法
38
条
1
項
）、

同
様
に
賃
借
人
の
同
意
の
上
で
電
磁
的
記

録
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
す（
同
法
38
条
2

項
）。

　

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
締
結
に
あ
た
っ

て
は
、こ
う
し
た
借
地
借
家
法
上
の
手
続
き
を

欠
き
、定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
効
力
が
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、慎

重
に
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

２ 

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
と
賃
料
増

減
請
求
権

　

借
地
借
家
法
32
条
は
、建
物
の
賃
料
増
減

請
求
権
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
で
す
。普
通

建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、賃
料
増
額

請
求
を
制
限
す
る
特
約（
一
定
期
間
賃
料
を

増
額
し
な
い
旨
の
特
約
）は
有
効
と
さ
れ
て
い

ま
す
が（
同
法
32
条
1
項
た
だ
し
書
）、賃
料

減
額
請
求
を
制
限
す
る
特
約（
一
定
期
間
賃

料
の
減
額
を
行
わ
な
い
旨
の
特
約
）は
、賃
借

人
に
不
利
な
特
約
と
し
て
無
効
と
さ
れ
て
い

ま
す（
同
法
30
条
、最
高
裁　

平
成
16
年
6

月
29
日
判
決
）。

　
こ
れ
に
対
し
、定
期
建
物
賃
貸
借
に
お
い

て
は
、賃
料
の
改
定
に
係
る
特
約
が
定
め
ら

れ
て
い
る
と
き
は
、同
法
32
条
の
規
定
は
適

用
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す（
同
法
38
条

9
項
）。

　

従
っ
て
、定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
で
賃
料

の
増
減
請
求
を
行
わ
な
い
旨
の
特
約
が
あ
る

場
合
や
、賃
料
の
自
動
改
定
特
約
が
あ
る
場

合
に
は
、賃
料
が
不
相
当
と
な
っ
て
も
、当
事

者
は
賃
料
増
減
請
求
を
な
し
え
な
い
た
め
、

注
意
が
必
要
で
す
。

3 

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
終
了

　

契
約
期
間
が
1
年
以
上
の
定
期
建
物
賃

貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、契
約
期
間
満
了
の

1
年
前
か
ら
6
カ
月
前
ま
で
の
間
に
、賃
貸

人
が
賃
借
人
に
対
し
て
、期
間
満
了
に
よ
り

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
が
終
了
す
る
旨
の

通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。こ
の
通

知
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、同
契
約
の
終
了
を

賃
借
人
に
主
張
で
き
ず
、期
間
満
了
後
も
定

期
建
物
賃
貸
借
は
、存
続
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す（
借
地
借
家
法
38
条
6
項
本
文
）。た
だ

し
、通
知
期
間
経
過
後
に
、賃
貸
人
が
賃
借

人
に
対
し
て
期
間
満
了
に
よ
り
定
期
建
物
賃

貸
借
契
約
が
終
了
す
る
旨
の
通
知
を
し
た

場
合
に
は
、通
知
の
日
か
ら
6
カ
月
経
過
後

に
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
終
了
を
賃
借

人
に
主
張
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す（
同
法

38
条
6
項
た
だ
し
書
）。こ
の
規
定
は
、強
行

法
規
で
あ
り
、こ
の
規
定
に
反
す
る
特
約
で

賃
借
人
に
不
利
な
も
の
は
無
効
と
さ
れ
ま
す

（
同
法
38
条
8
項
）。

　

賃
貸
人
と
し
て
は
、契
約
期
間
が
1
年
以

上
の
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る

場
合
に
は
、定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
を
契
約

期
間
ど
お
り
終
了
さ
せ
る
た
め
、同
法
38
条

6
項
本
文
の
規
定
に
沿
う
よ
う
通
知
の
条
項

を
設
け
、通
知
の
手
続
き
を
履
践
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。

４ 

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
解
約

　

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、特

約
で
中
途
解
約
の
規
定
を
設
け
な
い
限
り
、

当
事
者
は
、契
約
期
間
の
途
中
で
相
手
方

に
対
し
、解
約
申
入
れ
を
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。特
約
で
中
途
解
約
の
規
定
を
設
け

た
場
合
は
、賃
貸
人
か
ら
の
中
途
解
約
に
つ

い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
の
に
対
し
、賃
借

人
か
ら
の
中
途
解
約
は
有
効
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て

は
、居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
の
賃
貸
借
で
、

床
面
積
が
2
0
0
㎡
未
満
の
場
合
、転
勤
、

療
養
、親
族
の
介
護
そ
の
他
の
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
、賃
借
人
が
建
物
を
自
己
の

生
活
の
本
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
困
難

と
な
っ
た
と
き
は
、賃
借
人
は
、建
物
の
賃
貸

借
の
解
約
の
申
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
場
合
、解
約
の
申
入

【
回
答
】

　

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
は
、法
律
の
規
定

に
従
い
再
契
約
を
し
な
け
れ
ば
普
通
建
物
賃

貸
借
契
約
と
し
て
扱
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

【
解
説
】

１ 

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
と
は

　

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
と
は
、期
間
の
更

新
が
な
く
、期
間
が
満
了
す
る
と
当
然
に
終

了
す
る
建
物
賃
貸
借
契
約
で
す（
借
地
借
家

法
38
条
）。

　

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
に

は
、賃
貸
人
は
あ
ら
か
じ
め
賃
借
人
に
対

し
、定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
に
は
契
約
の
更

新
が
な
く
、期
間
満
了
に
よ
り
契
約
は
終
了

す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説

明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん（
同
法
38
条
3

項
）。こ
の
書
面
は
契
約
書
と
は
別
個
独
立
の

書
面
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、こ
の
要

口
頭
で
の
定
期
建
物
賃
貸
借
再
契
約
は
効
力
が
な
い
？

み
ら
い
総
合
法
律
事
務
所 
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「定期建物賃貸借」
▶︎契約の更新がないことを特約した建物の
賃貸借をいう。「定期借家」ともいう。

　通常の建物賃貸借契約は、その更新拒絶
や解約に際して正当事由が必要とされ、賃
貸借関係が長期化しやすい。そこで、借家
の供給を容易にするなどのため、2000（平
成12）年3月から、賃貸借期間を定めその
後期間の更新をしない旨の特約をすること
が認められた。この契約による賃貸借が、定
期建物賃貸借（定期借家）である。

　定期建物賃貸借契約を締結するには、貸主
はあらかじめその旨を書面で借主に説明し
なければならず、契約は公正証書による等
書面でしなければならない。また、契約期間
の終了に当たっては、期間満了の1年前か
ら6カ月前までの間に賃借人に対し契約が
終了する旨の通知をしなければならないと
されている（その後の通知については、通
知後6カ月の経過で契約を終了できる）。

用語解説

㈱不動産流通研究所提供。https://www.re-words.net

より抜粋不動産用語集

今回のご相談
民法・
宅建業法
に強くなる


